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自己紹介
➢経歴


　平成16年 3月　　	 長崎南山高等学校卒業


　平成20年 3月	 	 九州大学法学部卒業（首席）


　平成22年 3月	 	 九州大学法科大学院卒業


　平成22年 9月	 	 司法試験合格


　平成23年12月	 1年間の司法修習を経て、弁護士登録


➢主な取扱分野


　ソフトウェア関連訴訟 /不動産関連訴訟 / Web上の誹謗中傷対策 / 交通事故対応 


　消費者問題対応 / 知的財産関連法務 / 契約書作成・法的リサーチ等の顧問業務…etc



本日の内容
１　記載する内容で気を付けるべきこと


　⑴　名誉棄損


　⑵　侮辱


　⑶　プライバシー権侵害


２　使用する素材で気を付けるべきこと


　⑴　著作権


　⑵　肖像権


３　ブロガーが特定されるまでの手続


　⑴　WHOIS検索


　⑵　発信者情報開示



記載する内容で気を付けるべきこ
と



名誉棄損～リスク～

 　ブログの中で、名誉棄損を行ってしまうと、


 ①被害者から削除請求や損害賠償請求を受ける可能性


 ②３年以下の懲役・禁錮　or　５０万円以下の罰金に処される
可能性


 　がある。



名誉棄損～定義～
 　名誉棄損とは、


 ①特定の人や会社について


 ②公然と（不特定又は多数の人が認識できる状態で）、


 ③人の社会的評価が下がるような


 ④事実を記載すること


 　を満たす行為である。


 　（例）芸能人の●●は反社会的勢力と交友関係がある。



名誉棄損～①の要件～
 ①特定の人や会社について


 →ブログは通常、特定の人や会社について書くことが多いと思
うので、この要件を満たさないというのは難しい。



名誉棄損～②の要件～
 ②公然と（不特定又は多数の人が認識できる状態で）


 →インターネット上でやる以上、不特定又は多数の人が認識で
きる状態であることは当然。



名誉棄損～③の要件～
 ③人の社会的評価が下がるような


 →ここは工夫の余地がある。被害者の心理を考えても、悪いこ
とばかり書かれていると、削除や損害賠償を請求したくなる。
良い評価も記載するようにすることは重要。



名誉棄損～④の要件～
 ④事実を記載すること


 →例えば、ブロガーがある芸能人について「好きじゃない」などと
自らの意見や評価を述べることは原則として名誉棄損になりにく
い。


 　問題となるのは、意見や評価の前提となっている事実（こうい
う行動を取ったことがある、こういう経歴の持ち主である等）で
あることは念頭に置いておくと良い。



名誉棄損～違法性阻却事由～
　ちなみに、名誉棄損に該当する場合も、


①公共の利害に関する事実であること


②専ら公益をはかる目的であること


③（重要な部分について）真実であることの証明があること


　を満たす場合等は、違法ではないとされている。



名誉棄損～違法性阻却事由①～
①公共の利害に関する事実であること


 →政治家、企業、芸能人などの市民から関心を抱かれる内容で
あれば公共の利害に関する事実であると認められる可能性があ
る。



名誉棄損～違法性阻却事由②～
②専ら公益を図る目的であること


→裏にアフィリエイト収入等を得るという営利目的があるのは微妙な
ところではあるものの、いずれにしても、相手方の社会的評価を下げ
る目的と思われるようなものは望ましくないし、できればそれっぽい
理由があると良い（例えば、企業に関する情報を書くブログで、過労
死などの悲惨な事件が繰り返されないようにするために、会社の情報
をもっと人々が知るべきであると考えている等）。



名誉棄損～違法性阻却事由③～
③（重要な部分について）真実であることの証明があること


→真実であることを証明するのは簡単ではないが、いずれにしても裏付けがな
さそうな情報や噂を書く場合ほど危険ということは念頭に置いておいた方が良
い。


　なお、「人の噂であるから真偽は別として…」という書き方をした事案でも
名誉棄損は認められており、「～という噂がある。」という書き方をしていて
も必ずしも責任を逃れられるわけではないことには注意が必要（東京高判昭和
４１年１１月３０日）。



侮辱～リスク～

 　ブログの中で、侮辱を行ってしまうと、


 ①被害者から削除請求や損害賠償請求を受ける可能性


 ②拘留（１日以上３０日未満）　or　科料（１０００円以上１
万円未満）に処される可能性


 　がある。



侮辱～定義～
 　侮辱とは、


 ①特定の人や会社について


 ②公然と（不特定又は多数の人が認識できる状態で）、


 ③人の社会的評価が下がるような


 ④意見や評価を記載すること


 　を満たす行為である。


 　（例）馬鹿、アホ、死んだ方がまし等



侮辱～④の要件～
 ④意見や評価を指摘すること


 →実務の塩梅上は、余程酷い意見や評価を述べない限りは責任
を問われないが、いずれにしても、良い評価を書くようにする
等のバランスを取ることが重要だと思われる。



プライバシー権侵害～リスク～

 　ブログの中で、プライバシー権侵害を行ってしまうと、


 　被害者から削除請求や損害賠償請求を受ける可能性


 　がある。



プライバシー権侵害～定義～

 　プライバシー権侵害とは、


 ①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれ
がある内容であること


 ②一般人が公開を欲しない内容であること


 ③一般の人々にまだ知られていない内容であること


 　を満たす内容を公開することである。



プライバシー権侵害～要件①～
 ①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそ
れがある内容であること


 →政治家の政治活動、芸能人の芸能活動であればともかく、プ
ライベートな部分について記事を書く時にはリスクがある。



プライバシー権侵害～要件②～
 ②一般人が公開を欲しない内容であること


 →学生時代にモテていたなどといった良い内容については公開
されても誰も文句を言わないであろうが、逆に悪い内容であれ
ば公開を欲しないだろうと考えられやすい。



プライバシー権侵害～要件③～
 ③一般の人々にまだ知られていない内容であること


 →以前からマスコミ等で報道されている場合も、一般に知れ
渡っていないと判断した裁判例もあるので、注意が必要。



プライバシー権侵害～違法性阻却事由～
 プライバシーを公表する正当な理由がある場合には、違法では
ない。


 →政治家のように公的立場にある人物であったり、私生活につ
いて情報を発信して大衆から注目を集めている芸能人などにつ
いては、違法ではないと判断される傾向がある。



利用する素材で気を付けるべきこ
と



著作権～リスク～
 　ブログの中で、著作権侵害を行ってしまうと、


 ①被害者から削除請求や損害賠償請求を受ける可能性


 ②１０年以下の懲役・１０００万円以下の罰金のいずれか又は併
科に処される可能性


 ③法人の場合３億円以下の罰金に処される可能性


 　がある。



著作権～著作物の定義～
 　著作権の認められる著作物とは、


 ①思想又は感情に関する


 ②創作性があり


 ③文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する


 ④表現


 　のことである。



著作権～要件①～
 ①思想又は感情に関する


 →客観的な事実自体や動物・コンピュータによる作品等を除く
ほとんどのものに思想又は感情は認められるとされている。



著作権～要件②～
 ②創作性があり


 →独創性までは要求されず、何らかの個性が現れていればいい
と考えられている。



著作権～要件③～
 ③文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する


 →この４つのジャンルによって代表されるような文化的な概念
に入っていれば良いとされている。



著作権～要件④～
 ④表現


 →思想・感情それ自体は保護されず、五感で感知できるように
具体化された部分が保護の対象となる。

 ↓
 要件①～④はいずれも抽象的な要件で、ありとあらゆるものが著作物
になり得る。



著作権～侵害（複製）～
 　著作権を侵害（複製）したと言えるためには、


 ①依拠性


 ②類似性


 　の２点が認められる必要がある。



著作権～①依拠性～
①依拠性


→実際にその著作物に基づいて作成されたことをいう。偶々似て
いるというだけでは依拠性が否定されるため、“丸パクリ”でない
場合は依拠性から争われることもある。



著作権～②類似性～
②類似性


→創作性のある部分が類似していることをいう。そのため、他人
の記事を参考にする時には、特徴的な表現は真似るのを避けた
りする等の工夫が必要である。



著作権～引用～
 　なお、適切に引用がなされている場合は、著作権侵害（複製）に
はならないが、引用とは、


 ①公表された著作物を引用する場合で


 ②引用する側とされる側が明瞭に区別でき


 ③引用する側の記事がメインであって


 ④公正な慣行と合致していて


 ⑤引用の目的上正当な範囲内であること


 　が認められる行為のことをいう。



著作権～引用①～
 ①公表された著作物を引用する場合で


 →ブログ運営上の問題の場合、この要件はおよそ満たしている
と思われる。



著作権～引用②～
 ②引用する側とされる側が明瞭に区別でき


 →例えば、別枠で囲う、フォントを変える、括弧書きにする等。



著作権～引用③～
 ③引用する側の記事がメインであって


 →内容の質や分量等からして、引用する側の記事がメインであ
る必要がある。



著作権～引用④～
 ④公正な慣行と合致していて


 →出所を明示している等、通常引用する際に行われている方法
がとられていることをいう。



著作権～引用⑤～
 ⑤引用の目的上正当な範囲内であること


 →アフィリエイト収入を得るための営利目的があるのが微妙な
ところではあるが、本来、報道、批評、研究等の目的である必
要がある。



著作権～同意～
 　また、当然ながら、著作物の利用について同意がある場合に
は、著作権侵害（複製）にはならない。TwitterやYoutubeには、
利用規約等に埋め込み等で表示することへの同意を得るような
記載がある。



肖像権～リスク～
 　ブログの中で、肖像権侵害を行ってしまうと、


 　被害者から削除請求や損害賠償請求を受ける可能性


 　がある。



肖像権～定義～
 　肖像権とは、


 　みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格
的利益


 　のことである。



肖像権～受忍限度論～
 　・撮影された人の社会的地位


 　・撮影された人の活動内容


 　・撮影の場所


 　・撮影の目的


 　・撮影の態様


 　・撮影の必要性


 　等を総合考慮して、肖像権侵害が社会生活上受任の限度を超えている
場合に違法となる。



肖像権～同意～
 　また、当然ながら、肖像権の利用について同意がある場合に
は、肖像権侵害にはならない。Facebookのデータに関するポリ
シーには、公開情報は自由に利用されることになるかのような
記載もある。



ブロガーが特定されるまでの手続



WHOIS検索
 　まずは、ドメイン情報から、誰が登録者であるかについて確
認をするところから始まる。



WHOIS検索
 　代行サービスや海外のサーバ等を利用していると守備力が高
い。



発信者情報開示請求

 　WHOIS検索で登録者情報を直接得ることができなくとも、プロバイダ
の情報等が明らかになった場合は、プロバイダ等に対して、契約者の氏
名、住所等を確認することができる。


 　ただ、発信者情報開示請求は、権利侵害が明白であること（権利侵害
の明白性）が要件である。



発信者情報開示請求
 　具体的には、以下のような手順を辿る。


 ①　権利侵害を主張する者が、プロバイダ等に対して、書面等で発信者情報
開示を請求する


 ②　プロバイダ等が発信者（ブロガー）に対して、発信者情報開示請求が
あったことを伝え、開示するかどうかについて意見を聴取する


 ③　開示する旨の回答があれば開示する。開示しない旨の回答を得た場合又
は２週間経過しても回答がない場合、権利侵害の明白性の要件を満たすかに
ついて検討して、満たす場合は開示をし、満たさない場合は非開示とする。



発信者情報開示請求

 　なお、プロバイダ等は発信者の意見を尊重すべきとされている。


 　また、顧客でもある発信者の個人情報を安易に開示する業者は
少ないため、発信者が開示に反対すれば、開示はなされず、裁判手
続が必要となることが多い。



発信者情報開示請求
 　ちなみに、Twitter等のSNSを挟む場合は、①まずはSNSの運営会社に書き込
みをした者のIPアドレス等を開示してもった上で、②IPアドレスから特定さ
れたプロバイダに対して氏名や住所を開示してもらうという２段階の手続を
踏まなければならない。


 　さらに言えば、Twitter等は本社が海外であり、法的な手続を取ろうとする
と、（ⅰ）東京地方裁判所で訴訟を起こさなければならない、（ⅱ）英語の翻
訳文もつけなければならないという事情があり、費用が高くなるという問題
もある。



発信者情報開示請求

IPアドレス

IPアドレス情報

・ＮＴＴ


・ＫＤＤＩ


・ＳｏｆｔＢａｎｋ


　等

経由プロバイダ

契約者の住所・氏名

SNS等

※IPアドレス：ネットワークに接続する機器に割
り振られる識別番号



発信者情報開示請求
 　余程悪質な事案ではない限り、警察は動かないため、被害を訴える側は
通常、弁護士に依頼する必要があり、弁護士費用だけで１件あたり数十万
円はかかる。


 　そして、損害賠償額の相場は、余程悪質なものでない限り、数万円から
数十万円程度である（悪質な事案だと百万円以上が認定される場合もあ
る）。


 　被害を訴える側は、勝訴の見込みも考慮した上で、費用をかけてまで法
的手続を取るべき問題なのか検討しなければならない。



発信者情報開示命令事件の新設
 　このように、①SNS等と、②経由プロバイダという２段階の手続を踏まな
ければならなかったりする現行法の手続は時間も手間もかかり、その分、弁
護士費用も高くなりがちなので評判が悪かった。


 　そのため、法改正がなされて、令和４年１０月１日に施行。


 　具体的には、“非訟手続”という訴訟よりも簡易な裁判所の手続で、（ⅰ）
SNS等も経由プロバイダも同時に訴えることができ、（ⅱ）裁判所の判断も迅
速化可能な法改正が行われている。


 　そのため、今後、手続きが簡易迅速になることを理由に、より、発信者情
報開示の手続が増える可能性がある。



発信者情報開示請求
 （参考）


 　週刊誌を発行する会社が、芸能関係の会社について、暴力団関係者等の
反社会的勢力と関係を有しており、そのことを理由に銀行から融資を断ら
れたという記事を書いた事案で、名誉棄損を理由に１１０万円の損害賠償
が認められた（東京地判平成２５年１０月１１日）。


 　週刊誌を発行する会社が、元プロ野球選手とその妻について、①離婚
が確実である、②それぞれが妻や夫以外の異性と肉体関係を持ってい
る、③妻は過去に売春をしていたという記事を書いた事案で、名誉棄損
とプライバシー侵害を理由に夫に１１０万円、妻に２２０万円の損害賠償
が認められた（東京地判平成１５年８月２７日）。



発信者情報開示請求
 （参考）


 　週刊誌を発行する会社が、女優について、夫以外の男性と不倫関
係にあるかのような記事を書いた事案で、名誉棄損を理由に１２０
万円の損害賠償が認められた（東京地判平成２０年６月１７日）。


 　スポーツ新聞にタレントが大麻取締法違反容疑で事情聴取をされ
ることになったという記事が掲載された事案で、そのような事実が
認められず、名誉棄損を理由に１００万円の損害賠償が認められた
（東京地判平成１５年２月１２日）



発信者情報開示請求
 （参考）


 　ツイッター上で、獣医が猫の為に行っているボランティア診療について、
「身勝手なワクチン大量投与」「ネコ大量死」などと誹謗中傷した事案で、
複数回に渡って投稿されていること等を理由に８０万円の損害賠償が認めら
れた（東京地判令和元年１２月１１日）


 　ホームページに掲載された商品の広告写真を無断利用された者が、著作権
侵害を理由とする損害賠償請求をした事案で、プロが撮影したものではない
ため使用料も不明で、同様な写真を撮影することも容易であることなどを理
由に１万円の損害賠償が認められた（知財高判平成１８年３月２９日）



ご清聴ありがとうございました。


